
広
島
県
告
示
第
二
十
三
号 

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五

十
七
号
）
第
五
条
第
五
項
及
び
第
二
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
身

分
を
示
す
証
明
書
の
様
式
を
次
の
と
お
り
定
め
、
平
成
二
十
七
年
一
月
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。 

な
お
、
平
成
十
三
年
広
島
県
告
示
第
八
百
八
十
六
号
（
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止

対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
五
条
第
五
項
及
び
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
条
第
五
項

の
規
定
に
よ
る
身
分
を
示
す
証
明
書
）
は
、
平
成
二
十
七
年
一
月
十
七
日
限
り
、
廃
止
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
一
月
十
六
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

広
島
県
知
事  

湯

﨑

英

彦 

(表
面
) 

 

第
 
 
 
 
 
号
 

  

身
分

証
明

書
 

  

職
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

氏
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

生
年
月
日
 
 
年
 
 
月
 
 
日
生
 

   
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
12年

法
律

第
57号

）
第
５
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
，
他
人
の
占
有
す
る
土
地
に
立
ち
入
る
権
限
を
有
す
る
者

で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
。
 

   
平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

   

広
島
県
知
事
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
印
 

注
 
用
紙
の
大
き
さ
は
，
横
８
cm，

縦
６
cmと

す
る
。
 



(
裏
面

) 

 

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
抜
粋
 

  
（
基

礎
調
査
の
た
め
の
土
地
の
立
入
り
等
）
 

第
５
条
 
都
道

府
県
知
事
又

は
そ
の
命
じ

た
者
若
し
く

は
委
任
し
た

者
は
，
基
礎

調
査
の
た
め

に
や

む
を
得
な
い
必

要
が
あ
る
と

き
は
，
そ
の

必
要
な
限
度

に
お
い
て
，

他
人
の
占
有

す
る
土
地

に
立

ち
入
り
，
又
は

特
別
の
用
途

の
な
い
他
人

の
土
地
を
作

業
場
と
し
て

一
時
使
用
す

る
こ
と
が

で
き

る
。

 



 

(
表
面

) 

 

第
 
 
 
 
 
号
 

  

身
分

証
明

書
 

  

職
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

氏
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

生
年
月
日
 
 
年
 
 
月
 
 
日
生
 

   
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
1
2
年
法
律

第
5
7
号
）
第
2
2
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
，
他
人
の
土
地
に
立
ち
入
り
，
当
該
土
地
の
状
況
等
を
検

査
す
る
権
限
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
。
 

   
平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

   

広
島
県
知
事
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
印
 

注
 
用
紙
の
大
き
さ
は
，
横
８
c
m
，
縦
６

c
m
と
す
る
。
 



 

(
裏
面

) 

 

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
抜
粋
 

  
（
立

入
検
査
）
 

第
2
2
条
 
都
道
府
県
知
事
又
は
そ
の
命
じ
た
者
若
し
く
は
委
任
し
た
者
は
，
第
1
0
条
第
１
項
，
第
1
7

条
第

１
項
，
第
1
8
条
第
２
項
，
第
1
9
条
又
は
前
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
権
限
を
行
う
た
め
必
要

が
あ

る
場
合
に
お
い
て
は
，
当
該
土
地
に
立
ち
入
り
，
当
該
土
地
又
は
当
該
土
地
に
お
い
て
行
わ

れ
て

い
る
対
策
工
事
等
の
状
況
を
検
査
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 


